
第46回 一関地区広域行政組合 

一般廃棄物処理施設整備検討委員会 

次 第 

日時 令和６年６月25日（火）   

                        午後１時15分から午後２時45分まで 

  場所 一関市役所３階 特別会議室   

１ 開  会 

２ 協  議 

 余熱活用について 

 事業者選定スケジュールについて 

 生ごみの堆肥化設備について 

 コンテナ回収について 

３ そ の 他 

４ 閉  会 



協議１ 余熱活用について 

新一般廃棄物処理施設に係る余熱活用事業の導入可能性調査の結果について 

令和５年度に行った、エネルギー回収型一般廃棄物処理施設（以下、「新処理施設」という。）

からの余熱を利用した発電、農業用温室ハウス及び木質チップ乾燥事業への熱供給量や二酸化

炭素削減量、各事業の採算性調査（以下、「余熱FS調査」という。）の結果について報告する。 

１ 概要 

補 助 金：二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（環境省） 

補助金額：14,966,000 円（補助率 10/10） 

運転条件：２炉運転（144 日/年）、１炉運転（207日/年）、０炉（14日/年） 

  熱利用方式：抽気蒸気利用 

  熱の優先順位：発電（新処理施設）＞熱利用先＞発電（リサイクル施設）＞売電（余剰電力） 

  熱 料 金：徴収する前提で調査（設備投資分や電力損分の回収を想定） 

２ 結果 

●温室とチップ共に必要熱量は供給可能（２炉運転時） 

  ※１炉運転時は、冬季の朝・夕にリサイクル施設の電力が不足し、買電することもある。 

 ●熱料金を設定することで設備投資分や電力損分を回収可能 

※熱利用の事業性を考慮すると、熱料金徴収の有無や料金設定など今後検討が必要となる。 

●CO2削減量：1,033.99t-CO2/年（温室：956.75t-CO2/年、チップ：77.24t-CO2/年） 

※両事業を化石燃料で稼働した場合に発生する CO2を削減できるという考え方 

３ 熱利用の方針 

施設整備基本計画のエネルギー利用方針を基本としつつ、エネルギーの高効率な利活用に

よる脱炭素化の推進、安定的な熱供給による産業創出の観点から、大規模災害などの非常時

を除き、以下の優先順位で運用する。 

〔発電（新処理施設）＞熱利用先＞発電（リサイクル施設）＞売電〕 

※災害時（買電不能）などの緊急時には、熱利用先への熱供給を止めるなど、新処理施設及

びリサイクル施設としての機能を最優先とする。 

４ 余熱活用事業の事業性 

【農業用温室ハウス】 

〇検討 

FS 調査で分析した農業用温室ハウスの事業収支試算や事業性評価等を踏まえ、①市が貸

し工場を整備し、事業者を誘致する場合、②市が敷地造成をし、事業者に敷地を貸し付ける

場合の事業費を試算し、比較検討を行った。 

〇結果 

①の場合：操業開始から整備費用の償還まで 14年 ⇒ 事業性が見込める。 

   ②の場合：操業開始から整備費用の償還まで 37年 ⇒ 事業性が見込めない。 

 〇方針 

貸し工場として、整備を進めることとし、当該事業者の誘致活動と、事業実施候補地の土

地所有者への意向確認を同時に進めていく。 

 【木質チップ乾燥事業】 

〇検討 

FS 調査において、コンテナ乾燥システムに係るイニシャルコストやランニングコスト

の算出に加え、原料チップの運搬コストや乾燥チップの販売価格の算出、熱需要施設への

アンケートなどを行い、事業性を検討した。 

〇結果（事業性が成り立つ条件） 

・ 熱供給設備（メンテナンス費用含む）や熱料金、乾燥システムに係る電力を市が負担 

 ・ 需要側が購入可能な乾燥チップ販売価格の低減につながるコスト削減 

 ・ 需要施設増や事業者の掘り起こし、チップサプライチェーン構築 

〇方針 

余熱を活用した木質チップ乾燥事業の展開は、課題が多く、現時点では難しい。 

まずは、自然乾燥したチップを前提として、チップの供給体制の構築や、チップボイラ

ーの需要施設やエネルギー供給事業者の掘り起こしから着手し、乾燥チップ施設の事業性

を検討するといった段階的な展開を目指していく。 

５ 今後について 

 ・ 平沢地区住民に対して、FS 調査の結果を報告し、意見交換を行う。（７月中に開催予定） 

 ・ 施設整備に係る要求水準書（参考見積徴取用）には、余熱利用の仕様に係る外部への熱供

給量なども盛り込む必要があるため、今回の農業用温室ハウスと木質チップ乾燥事業の調

査結果を記載する。 

 ・ 引き続き、余熱活用事業について、調査や研究を進めていく 
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協議２ 事業者選定スケジュールについて 

１ アドバイザリー等業務の発注について 

  エネルギー回収型一般廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設整備・運営事業者の選定

にあたり、発注準備から契約の締結まで一連の業務を適正かつ円滑に行うため「エネルギー回収型一

般廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設整備・運営事業者選定アドバイザリー等業務委

託（以下、「アドバイザリー等業務委託」という）」として、次のとおり発注しました。 

【発注内容】 

 ・ 受注業者  一般財団法人日本環境衛生センター 

 ・ 契約方法  随意契約 

 ・ 契約金額  38,797,000円 

 ・ 契約日   令和６年4月26日 

 ・ 履行期間  令和６年４月27日から令和８年３月31日まで 

【経過】 

 令和６年２月９日  第１回公募型プロポーザル審査委員会（書面開催） 

 令和６年２月16日  公募型プロポーザル実施要領の公告 

 令和６年３月18日  企画提案書提出期限（２社提出） 

 令和６年３月27日  第２回公募型プロポーザル審査委員会（優先交渉権者の決定） 

 令和６年４月１日  審査結果通知 

 令和６年４月18日  見積合わせ 

 令和６年４月26日  契約締結 

２ 事業者選定スケジュールについて 

別紙１参照   

３ 事業者選定委員会について 

 別紙２参照   



協議３ 生ごみの堆肥化設備について 

エネルギー回収型一般廃棄物処理施設に付加的に導入する「生ごみの堆肥化設備」を 

要求水準書に記載する処理能力等について（案） 

１ 目的 

  エネルギー回収型一般廃棄物処理施設に付加的に導入する「生ごみの堆肥化設備」の処理能力等を

定め、発注に必要な施設の仕様をまとめる要求水準書に盛り込むための課題を整理する。 

２ 課題 

  設備の設置に際して想定される課題は次のとおりである。 

 生ごみの供給体制 

  ① 供給元 

    一定量安定的に使用でき、無機物などの不適物の混入がない生ごみの供給元の確保。 

② 回収方法 

    運搬や過程が経済的で、作業効率が良い回収方法の設定。 

 設備規模・能力・運営体制 

① 設備配置 

    啓発としての機能が発揮でき、かつエネルギー回収型一般廃棄物処理施設及びマテリアルリサ

イクル推進施設の配置計画上の支障とならない設備の配置。 

② 環境対策（臭気対策） 

    生ごみを堆肥化する過程において発生が見込まれる、臭気への適切な対策。 

③ 堆肥の供給 

    生産された堆肥が、供給過多とならない適切な供給先の確保。 

④ 運営体制 

    設備の管理、処理、供給先との対応についての事業者と組合の役割分担の明確化。 

 課題に対する対応 

   ・  の①、②については、具体的な手法は事業者側に提案を求める。 

   ・  の①、②及び の③、④については、組合で課題を解決するための対応を検討する。 

３ 検討 

  次のとおりの手順で検討した。 

 堆肥が供給可能な量を想定 

 必要な生ごみ量の算出及びの設定 

 設備の処理能力の設定 

 運営体制の整理 

 堆肥の供給量 

   堆肥の供給については、堆肥化設備の設置が啓発を目的にしているものであることから、生産す

る堆肥についても、啓発のため広く利用いただくものとして、無償提供を基本とする。 

   公的機関、自治会での利用などに提供するものとし、供給量は 3,000kg/年とする。（試算１参照） 

【試算１ 想定される利用先と必要量】 

 ・ 小学校の利用（環境学習の一環として）市町 23 校×20kg/袋＝ 460kg/年 

 ・ 希望自治会への配布 20 自治会×20kg/袋＝ 400kg/年 

 ・ 施設内花壇（100 ㎡を想定）        100kg/年 

 ・ 一般見学者への配布（50 人×20kg/袋）＝ 1,000kg/年 

 ・ 余熱活用農園（仮） 1,000kg/年 

 計 2,960kg/年 ≒3,000kg/年

 必要な生ごみの量及び供給元 

 ① 必要な生ごみ量 

    生ごみの量については次の試算２のとおりとする。 

【試算２ 必要な生ごみ量】 

 ・ 試算１の必要量（生産量） 3,000kg/年・・・ 

 ・ 年間稼働日数 290 日・・・ 

 ・ 生産量  3,000kg÷ 290 日＝ 10.3kg/日 ≒10kg/日・・・ 

 ・ 生ごみの堆肥化による減容率 20％（1/5 に減容）・・・ 

 ・ 必要な生ごみ量  10kg/日÷ 1/5＝ 50kg/日

  ② 供給元について 

    供給元として考えられるパターンを挙げ、別紙のとおりメリット、デメリットを整理した。 

    結果としては、公共機関である「学校給食センター」排出される生ごみを使用することが最も

実現性が高く、効果も高いものとなった。 

    収集方法、供給元となる学校給食センターの選定については、施設が所在する自治体の学校給

食センターを管轄する一関市教育委員会と協議し決定する。 

 設備の処理能力 

   試算２の結果から、単純に必要な処理能力は 50kg/日となる。 

なお、時期的に処理が集中することなどを考慮し、100kg/日の処理能力とする。 

 運営体制 

運営体制としては次のとおりとする。 

工 程 対 応 理 由

生ごみの排出・運搬 供給元 事業系廃棄物として、現状においても排出者側

で持ち込む形態であるため。

堆肥化設備の管理、処理 

（袋詰め～保管） 

事業者（受注者） ＤＢＯ方式による発注で、本体施設と併せて設

置することから、管理、処理までを事業者側で運

営する方が動線や管理など効率的であるため。

需要先への配布、管理 組 合 需要先との調整等が必要となるため。 

４ まとめ 

 ・ 検討結果を踏まえ、設備の処理能力、運営条件について次のとおり要求水準書に反映する。 

設置する設備の処理能力 100kg/日 

運営条件        堆肥化設備の稼働及び管理（生産する堆肥の保管を含む） 

 ・ 施設の稼働に合わせ、供給元との協議、需要先の調整を組合で行うものとする。 
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供給元の検討

パターン 想定される供給元 排出量 内容物 経済性（施設側、供給元） リスク・生産性 実現性・効果

1 家庭

行政区または自治会単

位での公募、施設への

直接持ち込み

× 排出量の把握が困難

× 排出の頻度が各世帯で異な

るため、投入量が不安定

× 直接持ち込みは不定期かつ

量としては不安定

× 対象とする全世帯での分別

の徹底がされることが前提であ

り不適物の混入が想定される

× 内容物が不安定

× 計画回収とした場合に臭い・汚

水対策として塵芥車（パッカー車）

または密封可能なコンテナ車が前提

であり、他のごみとの混載が難しい

ため（※１）、別便の回収となるこ

とから運搬費用の増となる

× 内容物において不適物の混

入が想定されることから除去作

業などの手間や設備の故障のリ

スクが高くなる

× 内容物が不安定なため、堆

肥の成分が安定しない

△ 意欲がある自治会などの応募が見込ま

れる

2 民間事業者 スーパー、飲食店

〇 一定量、一定の頻度での排

出が見込める

× 排出量の把握が不透明

〇 不適物の混入が少ない

〇 事業に応じた安定した内容

物が見込める

× 計画回収を行わないが、※１の

理由により事業者側の運搬費用の増

となる可能性がある

〇 不適物の混入が少ないた

め、設備の故障リスクが少ない

〇 内容物が安定しているため

堆肥の成分が一定である

× 事業者ごとに処理ルートが確立されて

いるから、これらに介入することで仕事を

奪う懸念があること、経済性の面で事業者

側に負担を強いることになる

× 多数あり事業者の選定が困難

〇 事業者のＳＤＧｓ、環境保護のＰＲ

3 社会福祉法人 特別養護老人ホーム

〇 一定量、一定の頻度での排

出が見込める

× 排出量の把握が不透明

〇 不適物の混入が少ない

〇 事業に応じた安定した内容

物が見込める

× 計画回収を行わないが、※１の

理由により事業者側の運搬費用の増

となる可能性がある

〇 不適物の混入が少ないた

め、設備の故障リスクが少ない

〇 内容物が安定しているため

堆肥の成分が一定である

× 事業者ごとに処理ルートが確立されて

いるから、これらに介入することで仕事を

奪う懸念があること、経済性の面で事業者

側に負担を強いることになるためメリット

がない

× 多数あり事業者の選定が困難

〇 事業者のＳＤＧｓ、環境保護のＰＲ

4 公共機関 学校給食センター

〇 一定量、一定の頻度での排

出が見込める

〇 排出量の把握が容易

〇 不適物の混入が少ない

〇 事業に応じた安定した内容

物が見込める

× 計画回収を行わないが、※１の

理由により学校給食センターの運搬

費用の増となる可能性がある

〇 不適物の混入が少ないた

め、設備の故障リスクが少ない

〇 内容物が安定しているため

堆肥の成分が一定である

〇 対象となるセンターの選定、調整が容

易

〇 ＳＤＧｓの取組、環境保護のＰＲ

〇 給食から出る生ごみを堆肥化する過程

を環境学習に活かせる

〇 出来上がった堆肥を学校に配布し、花

壇等で利用することで学習効果が高まる

〇 メリット × デメリット
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